
 

茨城県こども計画（案）の概要 

 

 

 

１ 策定の理由 

  令和６年度（2024 年度）をもって「茨城県次世代育成プラン」の計画期間

が終了し、令和５年（2023 年）４月に施行された「こども基本法」第 10 条

の規定により、都道府県こども計画の策定が努力義務とされたことから、県

のこども施策の一体的な計画として、「茨城県こども計画」を新たに策定す

るもの。 

 

２ 計画の内容 

  国の「こども大綱」を勘案し、「こども・若者の意見」を反映しながら、こ 
ども政策に関する法律等に基づく既存の諸計画を一体的に位置づける。 

 

（１）計画の目標 

   「全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送るこ 

とができる『こどもまんなか社会』の実現」 

 

（２）計画の概要 

  ・目標実現のため、「６つの施策」を柱とし「14 の目標指標」を設定する。 
  ・法律、条例等に基づく、７つの計画を包含し、県のこども施策の一体的 

な計画とする。 
 

（３）計画期間 

   令和７年度（2025 年度）から令和 11 年度（2029 年度）まで（５年間） 

 
 

資料１ 



・こども基本法第10条の規定に基づく
「こども計画」として位置づけ

・国の「こども大綱」を勘案し、こど
も・若者の意見を反映

・施策体系や取組の方向性は、県総合
計画との整合を図る

項 目 現状 (2023年度) 目標 (2029年度)

妊娠・出産に満足している者の割合 87.3％ (2022年度) 92.3％

県の結婚支援事業による成婚数（経年累計） 2,790組 3,690組

里親委託率 21.6％ 70.0％

課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んでいる生徒の割合 全国15位 全国10位

茨城県こども計画（案）の概要

その他、法律・条例等に基づく

以下、７つの計画を包含している

・ 県次世代育成支援行動計画

・ 県子ども・子育て支援事業支援計画

・ 県子どもを虐待から守る基本計画

・ 県こどもの貧困の解消に向けた対策に

ついての計画

・ 県ひとり親家庭等自立促進計画

・ 県社会的養育推進計画

・ いばらき青少年・若者応援プラン

全てのこども・若者が身体的・精神
的・社会的に幸福な生活を送ることが
できる「こどもまんなか社会」の実現

基本目標

２０２５年度～２０２９年度（５年間）

計画期間

施策体系と主な取組

その他の計画との関係

策定方針

施策１ こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等

施策２ ライフステージを通じた取組

施策３ ライフステージ別の取組（こどもの誕生前から幼児期まで）

施策４ ライフステージ別の取組（学童期・思春期）

施策５ ライフステージ別の取組（青年期）

施策６ 子育て当事者への支援に関する取組

主な目標指標

１こどもの権利の尊重
・こどもまんなか理念の普及啓発、人権教育の推進、こども・若者の相談体制の充実 等

【重点】

１多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり ２こども・若者への切れ目のない保健・医療の提供
３こどもの貧困の解消に向けた対策 ４児童虐待防止対策と社会的養護の推進

及びヤングケアラーへの支援
・児童相談所の体制強化、里親委託の推進 等

５こども・若者を犯罪などから守る取組★
・安全なインターネット利用環境整備、性犯罪等の対策と被害者支援等

２幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの充実
・多様な幼児教育・保育ニーズへの対応 等

１妊娠前から幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保
・妊娠・出産・子育て期にわたる切れ目のない支援の実施【重点】

【重点】

１質の高い公教育
・次世代を担う人財の育成【重点】

２困難な問題を抱えるこどもへの支援
・いじめ対策・不登校やひきこもりへの支援★

３結婚を希望する方への支援
・ライフプランの形成促進、出会いの機会の提供 等

１地域力を高める人財育成や高等教育の就学支援
【重点】

１経済的負担の軽減、地域子育て支援
・子育て家庭への経済的負担の軽減★

２共働き・共育ての推進

★ アンケートでの主な意見（国・県への要望）
① 経済的な負担軽減への対策
② いじめや不登校への対策
③ こどもを事故や犯罪から守る対策

４悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談
体制の充実

２就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取組


